
社会保険料早見表（岐阜県） 
 

令和 7年３月（健康保険料・介護保険料）改正 

令和 7年 4月（雇用保険料）改正 

月例賃金・賞与より控除される分（賞与：1000円未満切捨て後計算） 

 事業主負担分 社員負担分 保険料率 

健康保険料 
（介護対象外） 

４９．６５／１０００ ４９．６５／１０００ ９９．３／１０００ 

（介護対象） 

 

 

（内介護保険料） 

５７．６／１０００ ５７．６／１０００ １１５．２／１０００ 

７．９５／１０００ ７．９５／１０００ １５．９／１０００ 

厚年保険料 ９１．５／１０００ ９１．５／１０００ １８３／１０００ 

雇用保険料 

（一般の事業） 
９／１０００ ５．５／１０００ １４．５／１０００ 

（農林水産・ 

清酒製造の事業） 
１０／１０００ ６．５／１０００ １６．５／１０００ 

（建設の事業） １１／１０００ ６．５／１０００ １７．５／１０００ 

 

注１ 健保保険料率は、政府管掌の健康保険料の料率です。 

注２ 雇用保険料は、毎月の給料総支給額に料率を掛けて算出して下さい。 

注３ 標準賞与額の上限は健康保険は年間５７３万円（毎年４月１日から翌年

３月３１日までの累計額）となり、厚生年金保険と児童手当拠出金の場合

は月間１５０万円となります。 
 

※ 今回変更となった部分（社員負担分） 
 

改訂月 種 類 変更前 変更後 

３月 健康保険料 ４９．５５／１０００ ４９．６５／１０００ 

３月 介護保険料 ８．０／１０００ ７．９５／１０００ 

4月 雇用保険料（一般） ６．０／１０００ ５．５／１０００ 

4月 雇用保険料（建設） ７．０／１０００ ６．５／１０００ 

 


